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第1 はじめに

（注）このマニュアルは基本的に事務処理の手順に添って記載していますb

1．1 勾留事務とは

勾留とは，被疑者又は被告人を刑事施設に拘禁する裁判及びその執行をいいますb
勾留の形式的要件としては，

（1）事前に被疑者又は被告人に対し,被疑事件又は被告事件を告げ，これに関する陳述を

聴くこと捌事訴訟法61条本文，207条1項）

（2）逮捕又は勾引に引き続いて勾留する場合及び弁護人のある場合を除いて,弁護人選任

権の告知及び弁護人選任の申出について教示をすること

の2つがあります。

これらの勾留質問の手続を経て勾留状を発付する手続が勾留事務です（勾留に関する詳細

は，「令状事務」（裁判所職員総合研修所監修）第3章を参照）。

ｰ

1．

■■■■千葉地方･簡易裁判所の当直における勾留事務は,勾留請求予定件数｜

｜及び被疑者国選弁護人選任請求事件の未処理件数に
つて処理態勢が異なります（「当直事務の手引」別紙第6（「在庁時間外の令状事務処

口
よ

理基準」1(2)参照）。

具体的なカウント方法は別紙1の「日直応援担当者登庁要否判断早見表・フローチャー

ト」を参照してください。

ｰ

1 皇3 簡裁処理か地裁処理か

当直における勾留事務Iま原則とし工…,令状当番表の裁判官名に○印が付いている

裁判官（簡裁判事の発令のない裁胤I旬の場合はj…で処理することになりますが，以

下の場合に注意してください。

1



(1)祝休日においては,翌日が休日で，かつ休日昼間当番が○印を付された裁判官の場合
には,千葉地方裁判所名義で処錘する（例えば日曜日の昼間当番に○印が付いている

場合土曜日の休日昼間当番に○印がついていなくても土曜日は千葉地方裁判所名義で
処理する（「当直事務の手引」第2－3－(1)。

(2)応援裁判官も当番裁判官に合わせた肩書で令状事件を処理する。

1．4 当直前日の夕方の連絡

(1)夕方4時30分頃に検察庁から翌日の身柄事件受理予定表(勾留請求予定表）が送付

されますb

(2)翌日が休日の場合は，本マニュアルの第7（32頁）を参照して，応援の裁判官及び

書記官の登庁要否を確認して，応援の裁判官及び書記官に登庁の要否と勾留請求予定人

’員数及び彼疑者国選弁護人選任請求の未処理件数を伝えます

’

’
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第2当直当日登庁後の事務

2_ _L_塾謬の事務

登庁後 次の事務に取りかかりますb

（1）簡裁処理か地裁処理か確認します（本マニュアル1．3参照）。

（2）前日の夕方に検察庁から受領した身柄事件受理予定表（勾留請求予定表）のコピーを

2部取っておきます 俵畔1宮，立会書記官，当直室用の計3部）。

（3）前日から処理を引き継がれた被疑者国選弁護人選任請求事件があれば，その事務処理

をしますb

（4）身柄事件受理予定表(勾留請求予定表）を参照し,勾留請求予定事件の全てについて，

当直室に備え付けられている別紙2の勾留事務チェックシート及び被疑者国選弁護人選

任請求事件チェック表（国選チェック表）（本マニュアル3．1参照）を用意し，1件

ずつクリアファイルに入れて準備しておきますb

ｰ

2．2 裁判官登庁時

当番裁判官が登庁したら，取っておいた身柄事件受理予定表のコピーを渡し，勾留の予

定人数を伝えますも

2．3 勾留質問室の確認 (なるべく午前中に）

勾留質問室の開錠や施錠をする必要はありません。

*､し‐勾留曹閤室が施綜されている場合にI土 次の手順で關綜Lてくが太い

ｰ
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第3 勾 の蜑卜

力申告書の3．1

当日午前中までに，留置施設の職員が，被疑者から受領した国選弁護人選任請求書・資力
申告書をまとめて当直室に持参しますb

処理については，国選弁護人選任処理マニュアルを参照してください。

3．2 勾留請求事件の受付

(1)検察庁が勾留請求事件の一件記録を持参するので，検察庁が持参した一覧表に受領印

（当直員の認印）を押して受領しますb

(2)勾留請求書1枚目の右側空欄に当直受付日付印を押し，受付印の番号欄の脇に当直員
の認印を押しま式

一件複数名の事件の場合には複数の勾留請求書が一件記録1冊に組み込まれているこ

とがあり，その場合にはそれぞれの勾留請求書に受付をする必要があるので，見逃さな

いように注意してください。ｰ

(3)受付印の時刻欄に受付時刻を記入しますも

逮捕から勾留請求までの時間が刑訴法で定められているため，

ますb

受付時刻の記入を要し

■’L(4

’ ’
）受付印の符号欄に事件符号を記入しますb事件符号は，簡裁の

場合は「る」，地裁の場合は「む」で式 受付印の「簡易」又は

「地裁」のいずれかに○を記入しますb

)’ ｜事件番号を受付印の番号欄に記

(5

(6

入しますも

求事件の受卜3．3
ｰ

(1)接見等禁止請求がある事件については，接見等禁止請求書が勾

留請求事件の一件記録に挟まれてきます（勾留請求書1枚目右上

に接見禁止請求あり」と朱書で表示されていますb)。

(2)一件記録から，接見等禁止請求書を抜き出しますb

(3)接見等禁止請求書の右側空欄に当直受付日付印を押し，受付印

の番号の脇に認印を押します 侵付H該ﾘの記載は不要）。

(4)’ ｜簡裁で処理するか,地裁で処
理するかの決め方は，勾留請求事件と同じですb

(5)受付印の符号欄に事件符号を記入しますb事件符号は，簡裁の

場合は「る」，地裁の場合は「む」ですも受付印の「簡易」又は

「地裁」のいずれかに○を記入しますb

(6)| l事件番号を,受付印の番号欄に
記入しますb

41



3．4 勾留請求書等のコピー取り

勾留質問時の手控え，勾留質問終了後の事務処理の便宜のために，次の各書類のコピー

を取っておきますも

(1)勾留請求書

被疑者の入定事項，罪名，収容場所の手控えとするほか，勾留質問終了後の勾留

通知事務の便宜のためにコピーを取ります。

(2)被疑事実の要旨（勾留請求書に挟まれています。）

勾留状の別紙となる被疑事実の要旨の手控えとします。

(3)警察官作成の送致書（一件記録の前の方に編てつされています。）

被疑者のふりがな’特別法違反の場合の法律名，適用罰条を把握するために便宜

的にコピーを取ります。

通知先i圓辮票の3．5

(1)検察庁が，勾留請求書と一緒に，被疑者の希望勾留通知先を記載した勾留通知先連絡

票を持参するので，受領しますも

(2)勾留通知先連絡票のコピーを2部取ります(裁判官,立会書記官,当直室用の計3部)。

ｰ

3．6チ識勺冒蹴…の確認

勾留事務チェックシートを使用し，形式的記載事項を中心に審査しますb勾留請求の一

件記録中の主な書類には検索の便のため検察庁において略語を記載した付せんを貼付して

いますので，この付せんを手掛かりにチェックシート記載の確認事項を確認するのが効率

的ですb

【主な審査事項】

(1)被疑者の入定事項

① 身上関係書類（戸籍謄本,住民票 在籍照会結果報告書等（「身」の付せん））か

ら，被疑者氏名，生年月日，住居が勾留請求書と同一か確認しますb

② 住居が異なる場合は，警察官面前調書（「身KS」の付せん）や弁解録取書（勾留

請求書の直後に編てつ）で確認しますb

③ 職業は，警察官面前調書や弁解録取書で確認しますb

(2)逮捕から勾留請求までが制限時間内か捌事訴訟法203条204条及び205鏑

① 逮捕状（「状」の付せん）又は現行犯人逮捕手続書（「逮手」の付せん）の逮捕日

時，送致日時の記載と勾留請求書の受付日時の記載から確認しますb

② 制限時間は次のとおりですb

【警察が逮捕した場合】

○ 逮捕～検察官送致まで48時間以内

○ 検察官身柄受取～勾留請求まで24時間以内

○ 上記の逮捕～勾留請求まで合計して72時間以内

【検察官が逮捕した場合】

○ 逮捕～勾留請求まで48時間以内

(3)逮捕事実と勾留事実に同一性があるか

逮捕状又は現行犯人逮捕手続書と別紙被疑事実の要旨（勾留請求書に挟まれたもの）

に記載されている各事実に同一性があるかどうか確認しますb

(4)領事官通報の要否（被疑者が外国人の場合）

5
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① 通報要請照会書（「通報」の付せん）又は弁解録取書で領事官通報の要否を確認し

ます。既に警察又は検察庁で通報済みの場合は重ねて通報する必要はありません。

② 二国間条約等による必要的通報（中華人民共和国等）の場合を除き，警察又は検察

庁で被疑者から｢通報を要しない｣旨を確認できていれば通報する必要はありませんb

③ 被疑者が日本語を解し通訳不要の事件であっても，被疑者が外国籍であれば，

領事官通報手続は必要なので注意してください。

④ 被疑者の国籍が中華民国（台湾）や北朝鮮の場合，日本国内に領事館がない，

国交がない等の関係上，領事官通報手続を実施する必要はありません。

ただし，中華民国（台湾）国籍の被疑者が中華人民共和国への通報を希望した

場合は,同共和国領事官に対し通報手続を実施します(中華民国(台湾)の場合に，

しばしばあります。）。

(5)被疑者が少年の場合

① 法定刑が罰金以下の犯罪の場合は，被疑者である少年が住居不定であっても勾

留できず，司法警察員は直接家庭裁判所に送致しなければなりません（少年法4

1条）。見慣れない罪名の場合は六法で法定刑を確認してください。

② 勾留請求がされたとしても，裁判官の判断により，勾留に代わる観護措置に切

り替えることがあります(この場合は観護状を発付)｡｜

観護措置相当となったら，予備的請求として，新たに検察官から観護措置請求

をさせることが一般的です。詳細は本マニュアル8．1を参照してください。

(6)刑事訴訟法60条3項に規定する犯罪（軽犯罪法違反等）か

この場合には被疑者が住居不定でないと勾留できません。見慣れない罪名の場合

は六法で法定刑を確認してください。

ｰ

ｰ
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第4 勾留状等の起案

4．，｜
（1）｜

（2）

ｰ

(311
倖用してください息’

｜次のとおりですb当直室備付けの用紙を

’必要に応じて使用してください。
① 通報の要請に関する照会・回答

必要に応じ，外国人事件の場合に使用します（この書面を使用せず，勾留質問室備

付けの『領事官通報（要請。不要）」のゴム印を調書に押す方法でも可）。

② 領事官通報用紙

必要に応じ，外国人事件の場合に使用しますも

4．2 勾留状等の一式書類の内容確認

印刷された勾留状等の一式書類の内容を確認し，勾留請求内容につき形式的記載事項を

中心に審査しますb

(1)勾留状

① 被疑者氏名，年齢，住居，職業，罪名，留置施設については，勾留請求書と照合し

て間違いがないかを確認しますb

② 有効期間焼付日に7日を足した日），勾留状発付日，勾留請求日，裁判所（簡裁

又は地裁），裁判官の記載が合っているか確認しますb

ｰ

③

勾留状で手書きをする箇所は，

勾留状1枚目については「上部の氏名欄」，「左下欄外の癖者名」

勾留状2枚目については「左下欄外の被疑者名」

ですb

④ 被疑者を写真で特定している場合 被疑者氏名右横に「捌添写真の男）」等と手

書きします（勾留状以外の調書等の用紙に「（別添写真の男）」と表示する必要はあ

りません。）。

⑤ 勾留状1枚目，2枚目，別紙被疑事実の要旨を3枚目，別添写真があればそれをそ

の次にして，ホチキスで左側2か所を合てつしますb
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(2)勾留質問調書

① 書式は次の2種類があるので，間違えないように注意してください。
○ 通訳不要の被疑者用

○ 通訳を必要とする被疑者用

’

②
ｌ
③

擁走者氏名が

｢

両 一１
①
②
１
①

３
４

１
１

勾留通知

郵送による勾留通知が必要な場合に使用しますb

’
｜

が
’

被疑者氏名

接見等禁止決定（請求がある場合のみ）（原本ウ謄本3通 送達報告曽

書式は次の5種類がありますので，間違えないように注意してください。

○ 日本人の被疑者用

ア 成人用

イ 少年用

○ 外国人の被疑者用

ア 成人用

イ 少年用

○ 成人切迫少年（勾留請求日（初日算入）から20日以内に成人に達する少年）の

ー

用
耽
者
者

撫
撫② 寺

、
『

’力

」 _ ｜
領事官は穰見等禁止の対象外となるのが通常です6被疑者が外国人の場盃 除外す③

る領事官の国名を接見等禁止請求書から確認し，決定書に入力することになるので注

意してください(i
I ｜必要がありますb)｡
なお，被疑者の国籍が中華民国（台湾）や北朝鮮の場合，該当する領事官がな

いため，領事官を除外する必要はありません。

④ 被疑者が少年の場合，親権者は接見禁止の対象外となるのが通常ですも除外する者

】

■~』

■
を接見等禁止請求書から確認し，

⑤ 被疑者が少年で親権者が父又は母の一方しかいない場合，親権者である一方のみが

接見禁止の対象外となるのが通常ですb親権者を接見等禁止請求書や被疑者の戸籍か

r ’ら確認し，

|I
⑥－被疑者が成人切迫少年の場合,I被疑者・成人切迫少年」の主文パターンを利用し

た上で，必要に応じて④又は⑤に記載された修正を行い，さらに，成人切迫少年が外

国人の場合は,主文パターンの｢～被疑者と同法39条1項に規定する者以外の者(た

だし，」の次に「○○国領事官，」を加えてください。

(5)国選弁護人候補指名通知依頼書，ファクシミリ送信書（請求がある場合のみ）
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は勾留状発付後に法テラスにFAX送信する書類で

作成し，ファクシミリ送信書も準備しておいてくだ

① 園撰弁護

すが，この

’②

(6) (要通訳事件の場合のみ）

’

|調書と宣誓書をﾎﾁｷｽで左側2か所
を合てつし,書記官の認印で饗pしておいてく
通訳料請求書（要通訳事件の場合のみ）

ださい。

(7)通訳料請

① 通訳料

② 被疑者

ﾅに簡裁又は地裁で処理）まで結構です（当直明

錨鐸 の

矛
」

。

(8)通訳人旅費日当請求書(要通訳事件の場合のみ）

①_要通訳事件で,通訳人が検察庁の被疑者調べを通さずに直接裁判所に出頭した場合

に限り（勾留処理の「翌日回し」（本マニュアル8．3参照）等），作成してくださ

い。この場合，通訳料に加えて旅費･日当も裁判所が支給することになるからですb

② 日当，旅費の各金額，旅費情報は記載せずに空欄のままで結構です（当直明けに簡

裁又は地裁において処理）。

ｰ

③ 被疑者氏名力

(9)通訳人立会表． (要通訳事件の場合のみ）

通訳料算定に必要なので，作成するのを失念しないようにしてください。

⑩ 通報の要請に関する照会・回答（外国人事件の場合のみ）

① 勾留事務チェックシートにより，領事官通報の有無 領事官通報の希望の有無を確

認しますも

【通報が必要的とされている国（中国，イギリス，ロシア，旧東欧諸国等の二国間条

約締結国。詳しくは「領事関係に関するウィーン条約締結国一覧表」参照）】

すでに警察又は検察庁で通報済みの場合は，裁判所から重ねて通報する必要はあ

りません。それ以外は通報が必要ですbなお，通報が必要的であるため，勾留質問

時に被疑者に確認する必要はありません。

【要請に基づいて通報する国（ウィーン条約締結国。詳しくは「領事関係に関するウ

ィーン条約締結国一覧表」参照））】

すでに警察又は検察庁で通報しているか，通報を希望しない旨述べていれば，勾

留質問時に再度,確認したり通報したりする必要はありませんbそれ以外の場合は，

俵畔I官が)被疑者に通報の要否を確認して，通報の要請に関する照会・回答に記

載させることになります（勾留質問室備付けの「領事官通報（要請・不要）」のゴ

ム印を調書に押す方法でも可）。そして，通報の要請があれば，通報します｡

【通報が不要な国（中華民国【台湾】，北朝鮮等。詳しくは「領事関係に関するウィ

ーン条約締結国一覧表」参照））】

確認も通報も不要ですb

ｰ

② 被疑者が日本語を解し通訳不要の事件であっても，被疑者が外国籍であれば，

領事官通報手続は必要ですので，注意してください。

9
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4．3 起案した勾留 の銅剴|官への

(1)勾留請求事件の一件記録に，

① 勾留状

②（請求があれば）接見等禁止請求書，接見等禁止決定原本，同謄本用写し3通，

交付送達報告書（必ずまとめて専用クリアファイルに入れる。）

③ 被疑者国選チェック表

④（請求があれば)被疑者国選弁護人選任請求書・FAX送信書・国選弁護人候補
指名通知依頼書

⑤ 勾留事務チェックシート

を挟み込み，勾留通知先連絡票コピーと一緒に裁判官に提出します｡

※ 弁護人から意見書等が提出された場合は，裁判所の受付印を押捺し，上記書類とと

もに裁判官に提出してください。

(2)書記官手持ち用書面 ．

① 手控え用の勾留請求書，被疑事実の要旨，送致書の各写し

② 勾留質問調書

③ 勾留通知

④ （要通訳事案であれば)通訳料請求書(必要に応じ更に通訳人旅費日当請求書）

・通訳人尋問調書。通訳人宣誓書・通訳人立会表

⑤ （被疑者が外国籍であれば）通報の要請に関する照会・回答（勾留質問室備付

けの「領事官通報（要請・不要）」のゴム印を調書に押す方法をとるなら不要）

を事件ごとにクリアファイルに入れておきます。

(3)通訳料請求書（必要に応じ更に通訳人旅費日当請求書）・通訳人尋問調書・通訳

人宣誓書には，通訳人が裁判所に来庁したら，所要事項を記入押印してもらうこと

になります。

ー

4．4 …の身柄呼出し

'1)あらかじめ勾留質悶を実施する順番を決めておきま式｜
｜

|

|

’

ｰ

IU



(4)当直室から検察庁にある仮監叫 電話をかけ，身柄の順番，勾留質の順番，勾留質問で使用で電話をかIこユ

する部屋の番号（1室～3室のいずれか），裁判官名を伝えます6また，裁判官の指示

で「何時から勾留質問を始める」という場合には，それも伝え，それに合わせて身柄を

連れて来てもらいますbなお，裁判所に身柄が到着するまで15～20分程度の時間を

要するため，その時間を見込んで連絡する必要があります。ｰ

がある4．5 通訳人の呼出し

(1)被疑者の身柄呼出しの電話後 検察庁に電話し，通訳人に裁判所当直室に来庁しても

らうよう伝えますb

(2)通訳人が来庁したら，次のとおり各書類に記入押印してもらいますb

① 通訳人尋問調書の署名押印

② 通訳人宣誓書の署名押印

③ 通訳料請求書の請求者氏名欄の押印，同欄の右側欄外への捨印

④ 通訳人旅費日当請求書の請求者氏名欄の押印，同欄の右側欄外への捨印

※ 通訳人旅費日当請求書は,通訳人が検察庁の被疑者調べを通さずに直接裁判所に

出頭した場合に限り（「翌日回し」等），作成してもらいますb

※ 通訳人旅費日当請求書を作成する場合 通訳人に対し,旅費についてICカード

を利用したかどうか確認し，通訳人立会表に記載してください。

(3)通訳人の記入押印が終わったら，各書類を該当事件のクリアファイルに入れておきま

すb

(4)通訳人に被疑事実の要旨を持っているか確認し, 持っていない場合は，通訳人に被疑

事実の要旨のコピーを取って渡しますbこの用紙は勾留質問終了後に通訳人から回収

し，不要書類保管箱に入れてください。

ｰ

4．6 勾留質問直前の準備

(1)裁判官が記録の検討を終えたら，随時，記録を受け取りますb

(2)勾留請求，接見等禁止請求を却下する見込みがある事件があるかどうか，裁判官に確

認しますb

(3)待ち時間の間に勾留質問に持参する物を確認しますb持参する物は次のとおりですb

① 一件記録（勾留状等の勾留関係書類含む）

② 勾留通知先一覧表

③ クリアファイルに入れてある勾留質問調書等の書記官手持ち書類

④ 筆記用具（ペン，シャーペン（えんぴつ），付せん，ホチキス）
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⑤ 印鑑

⑥ 職印

⑦ 白紙のA4用紙数枚（当直室にあるコピー用紙で可）

⑧ 勾留請求，接見等禁止請求を却下する見込みがある場合

ア 裁判官の記名印（署名でも可）

イ 被疑者に書いてもらう誓約書用紙

※ 逃亡せず関係機関の出頭要請に応じること，罪証隠滅行為はしないことを

誓約するもの。用紙は当直室や勾留質問室に備え付けてあります。罪名，被

疑者名等のあらかじめ記載できる箇所は記載しておくとよいでしょう。

ウ 電話聴取書の作成（裁判官から指示があった場合のみ）

※ 裁判官から，被疑者の家族等に架電して身元引受け等に関する聴取をするよ

うに指示を受けたら，被疑者の家族等から適宜聴取して，電話聴取書を作成し

ます。

（電話聴取書の要旨欄の記載例）

「被疑者に対する●●被疑事件について，本日，もし被疑者が釈放された場合に

は,警察,検察庁及び裁判所からの召喚には必ず出頭させます｡また,被疑者が

逃亡したり，罪証を隠滅したりさせないことを誓います。」

ｰ

】(4

(5 与具と台紙との間に2ヵ羽了(通常I垂五｣

と右下）契印が必要ですので，見落とさないよう注意してください。

受領した－件記録を勾留質問順に，台車又は風呂敷に置いておきますb

勾留質問調書等の書記官手持ちクリアファイルも勾留質問順に並べておきますも

１
１
１

６
７
８

１
１
１

検察庁には少しずつでも記録を引き継ぐ必要があること（特に要通訳事件），及び被

疑者国選弁護人等の事務処理の必要から，勾留質問立会書記官は，他の当直員に対しｰ ,

概ねの時間を伝えるなどして勾留質問の途中に記録の引上げに来るように依頼してくだ

皇埜竺
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第5 勾留質問

5．1 勾留質問室への移動

勾留質問室への経路については本マニュアル添付の動線図のとおりですが，概略は次の

とおりですb

(1)押送担当の警察官から身柄到着の連絡があったら，裁判官に電話連絡し，当直室前で

待ち合わせますb

(2)裁判官と，通訳人がいる場合は通訳人を連れて，記録等を持参した上で勾留質問室へ

画(3

ｰ

勾留質問室に入ったら，勾留質問室の部屋使用中のボタンを押し(使用中ランプが点）(4

灯しますも勾留質問終了後の退室時には,使用中ランプを消灯させてください。），職

員側のドアの鍵を閉めますb

5．2 勾留質問（共通…）

(1)勾留質問での主な留意点は次のとおりですも

① 押送担当者が被疑者の手錠を外し（腰ひもは外さない），勾留質問室を退室し

たら勾留質問を始めます。

② 勾留質問室内では，朱肉，スタンプ台等の凶器になりうる物は被疑者の席から

遠ざけておきます。

③ 黙秘権と弁護人選任権の告知及び選任に係る事項の教示がされたかは書記官

としても意識してください。

※ 黙秘権の告知は被疑者の陳述を聞く前に必ずされています。

※ 弁護人選任権の告知及び選任に係る事項の教示は被疑者の陳述の前後いず

れでも差し支えありません。

※ 千葉地簡裁においては,平成28年11月4日以降,勾留質問をする際には，

一律に，弁護人選任権を告知することに加え，弁護士，弁護士法人又は弁護

士会を指定して弁護人の選任を申し出ることができる旨及びその申出先を

教示することとしています(参考添付の平成28年10月31日付け令状委員

会作成の「弁護人選任に係る事項の教示Q&A」参照）。

ｰ
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(2)勾留質問調書の記載内容

記載内容は基本的に要旨で足ります。

① 入定事項欄

ア 勾留請求書記載の入定事項を引用することになりますが，被疑者が勾留請

求書の記載と違う陳述をした場合は，その陳述内容を調書に記載します｡

【記載例】

勾留請求書には職業が無職とあるが勾留質問時に会社員と述べた場合

問 氏名，年齢,住居及び職業について述べてください。

答 勾留請求書記載のとおり

ただし,職業は｢会仕員Jと述べた。

ｰ

｢勾留請求書記載のとおり」のイ 被疑者が入定質問に対し黙秘した場合は，

文言を抹消した上で，以下の記載例を参考にして，具体的な記載にあたって

は裁判官の指示を受ける。

（ア）記載例

「黙秘 裁判官は，警察官・一件記録から，被疑者として出頭した者が本件

請求書記載の人物と同一人物であることを確認した。」

(イ）詳細に記載する例

1．（勾留請求書添付の写真から同一性を確認した場合）

「黙秘裁判官は，勾留請求書添付の写真と被疑者として出頭した者の容貌を

照合し，同一人物であることを確認した。」

2．（送致書添付の写真及び一件記録から同一性を確認した場合）

「黙秘 裁判官は，送致書添付の写真等一件記録により被疑者として出頭した

者が本件勾留請求書記載の人物と同一人物であることを確認した。

3．（勾留請求書添付の写真及び一件記録から同一性を確認した場合）

「黙秘裁判官は，勾留請求書添付の写真等一件記録により被疑者と認定し

た。

4．（警察官から聴取して同一性を確認した場合）

「黙秘裁判官は，警察官に対し,被疑者の特定を促したところ，警察官が被

疑者として出頭した者が，留置番号◎号の者である旨告げたので，裁判官は，

本件勾留請求書記載事項と照合し，被疑者として出頭した者が同請求書記載の

人物と同一人物であることを確認した。

14
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② 被疑事実の要旨欄

ア 被疑者が「間違いありません」と述べた場合

（被疑事実の要旨の事実が分かれていない場合）

勾留質問室備付けの「事実は，そのとおり間違いありません。」のゴム印を

押します。

【記載例】

問 検察官からこのような事実について勾留の請求があったが，これ

に対して何か述べることはないですか。

答 裏実は，そのとおり間違いありません。

イ 被疑者が「間違いありません」と述べた場合

（被疑事実の要旨の事実が，第1，第2と分かれている場合）

勾留質問室備付けの「事実は，そのとおり間違いありません。」のゴム印を

押し，「いずれも」の文言を手書きし，挿入記号を入れ，挿入文字と挿入記

号にかかるように書記官の認印を押します。

【記載例】

問 検察官からこのような事実について勾留の請求があった溌 これ

I執↑して何か述べることはないですか。

産ヨ

答L画雲il_@_J

驫燃篝おり間違いありません。

で述べたとおりです。」と述べた場合

の「事実は，検察庁で申し述べたとおりです。

ウ

勾留質問室備付けの「事実は,検察庁で申し述べたとおりです｡」のゴム印

を押します。

【記載例】

問 検察官からこのような事実について勾留の請求があったが，これ

に対して何か述べることはないですか。

答 裏実は,険察庁で顔し述べたとおりですb

エ 被疑者が黙秘している場合

「黙秘」又は「黙して語らず」と記載します。

オ 被疑者の陳述が長くて被疑事実の要旨欄に書き切れない場合

別紙を引用する形で処理します。別紙に被疑者の陳述を記載して勾留質問

調書と合てつし，書記官の認印で契印します｡別紙は，勾留質問室備付けのA

4判の白紙用紙を使用してください。

【記載例】

問 検察官からこのような事実について勾留の請求があったが，これ
に対して何か述べることはないですか。

答別紙記載のとおり

③ 勾留通知先欄

ア 勾留通知先は，被疑者に弁護人がいる場合は弁護人に，弁護人がいない場

合は被疑者の配偶者，直系親族等1人に通知することになります。

被疑者が通知を不要と述べた場合，又は通知したい人はいるが連絡先が分

からないと述べた場合は，通知は不要です。

イ 勾留通知先連絡票と違う通知先を被疑者が述べた場合，通知先を手書きで記

ー
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載します。通知先は，後の通知の便宜のために手控えに残しておくようにして

ください。

ウ 被疑者が同居の家族を勾留通知先に指定した場合

【記載例】

裁判官は，。。・・・・勾留した場合の通知先を尋ねたところ，

答勾留通知先は母千葉冬子(露.…ﾆﾉ住居地と同じ

電話043－0000－0000

エ 被疑者が勾留通知を不要と述べた場合

勾留質問室備付けの「必要ありません。」のゴム印を利用します。

【記載例】

裁判官は，。。・・・・勾留した場合の通知先を尋ねたところ，

答 勾留通知先は 必要ありません。

オ 被疑者が勾留通知してもらいたい人の連絡先がわからないと述べた場合

勾留質問室備付けの「通知してほしい人はいますが，連絡先がわかりませ

ん。」のゴム印を利用します。

【記載例】

裁判官は，。．・・・・勾留した場合の通知先を尋ねたところ，

答勾留通知先は 稗してぽu,W動,唆す万； …報功汐凄越ｲ/･

力 被疑者に弁護人がいる場合

被疑者に勾留請求された事件につき私選弁護人がいる場合，当該弁護人が

通知先となります。私選弁護人がいるかどうかは，勾留請求書にその旨の記

載があるかどうか（勾留請求書2枚目の「4 被疑者に弁護人があるときは，

その氏名」欄を確認しますb),－件記録中に弁護人選任届が添付されている

かどうかから確認します。

なお，弁護人がいるにもかかわらず勾留通知先一覧表には被疑者の家族を

通知先とする旨が記載されていることがありますが，この場合は裁判官にお

いて，弁護人を勾留通知先とすることを被疑者に説明することになります。

【記載例】

裁判官は，・・・・・・勾留した場合の通知先を尋ねたところ

答勾留通知先は 弁護人 佐倉一郎

④…人j…申蹴娩った場合

勾留爵部先臓こ以下のとおり託載しますら

ア 千葉県弁護士会を指定した場合

「裁判官の面前で私選弁護人選任申立をした。」とのゴム印を押し，続けて，

「（千葉県弁護士会）」と手書きする。

イ 千葉県弁護士会以外の弁護士会を指定した場合（例；第一東京弁護士会）

「裁判官の面前で私選弁護人選任申立をした。」とのゴム印を押し，続けて，

「（第一東京弁護士会）」と手書きする。

ウ弁護士法人を指定した場合(例;弁護士法■
「麦畔I官の面前で私選弁護人選任申立をした｡」とのゴム印を押し,続けて，「(弁

護士法人■ ｜」と手書きする。
エ 千葉県弁護士会所属の特定の弁護士を指定した場合（例；千葉太郎弁護士）

16
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「蓑畔I官の面前で私選弁護人選任申立をした｡」とのゴム印を押し,続けて，「(千

葉太郎弁護士（千葉県弁護士会））」と手書きする。

オ 千葉県弁護士会以外の弁護士会所属の特定の弁護士を指定した場合(例;札幌弁

護士会の札幌太郎弁護士）

「表畔I官の面前で私選弁護人選任申立をした｡」とのゴム印を押し,続けて，「(札

幌太郎弁護士（札幌弁護士会））」と手書きする。

力 指定した弁護士の名字しか分からない場合（例；千葉県弁護士会の千葉弁護士）

「煮畔ﾘ官の面前で私選弁護人選任申立をした｡」とのゴム印を押し,続けて，「(千

葉弁護士（千葉県弁護士会））」と手書きする。

キ 指定した弁護士の漢字が分からない場合(例;東京の弁護士会のとうきようたろ

う弁護士）

「裁判官の面前で私選弁護人選任申立をした｡」とのゴム印を押し,続けて，「東

京にある弁護士会のとうきょうたろう弁護士）」と手書きする。

※ 勾留事務チェックシート下部の「【勾留質問時の】当番弁護士･私選弁護人選任

の希望」欄の「有」及び「私選」にそれぞれチェックをし，勾留質問の途中で他

の当直員が記録を引上げに来た場合には，その当直員に対し私選弁護人の選任申

出があった旨を確実に引き継ぎますb

私選弁護人選任の希望がなかった場合にも，「無」にチェックをして，記録を引

上げに来た当直員に対し，その旨を確実に引き継いでください。

⑤ 当番弁護士の申出があった場合

本マニュアル5＆4(2画参照

(3)勾留質問調書の読み聞かせ

裁判官の質問が終わったら，書記官は被疑者に対し調書内容の読み聞かせをしま

す。読み間かせ内容は，原則として，人定事項・被疑事実に対する陳述・勾留通知

先で足ります。一般的な読み聞かせ例は次のとおりです。

【読み聞かせ例】

ここでの手続の内容を記載した調書を読み上げますので，その内容に間違いがない

か，聞いていてください。

氏名,年齢住居 鯵は裁判所に送られた書類と同じということになりますb

裁判官から読み聞かされた被疑事実に対するあなたの陳述は，「事実はそのとおり間

違いありませんb」ということでした。

勾留になった場合の通知先は，同居しているお母さんである千葉冬子さん,電話番号

は, 043-000-0000でした。

この内容で間違いないです力､

もしなければ，調書に署名と左手の人差し指で指印をしてください。

(4)勾留質問調書への被疑者の署名・指印

① 調書の読み間かせ後，被疑者の署名・指印をもらいます。

② 指印は，原則として，左手の人差し指でさせます。ただし，負傷 欠損等の場

合は，右手人差し指，それも不可能な場合は，その他の指の順にさせます｡調書

の書き方は次の記載例を参考にしてください。

ｰ

ｰ
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◆ 通常の署名。指印

【記載例】

以上のとおり読み聞かせたところ相違ない旨申し立て署名指印

被疑者 千 葉 健

◆ 署名。指印拒否

【記載例】

韓鰐拳以上のとおり読み聞かせたところ相違ない旨申し

被疑者 印

◆ 黙秘

【記載例】

か確認したが黙秘し，署名指印を拒否したqノ蝿違ないか確認
おり読み間かせ 壬署名擦一堯号

く子＝1， ｰ‘

些 ）以上のと
幸 し ｰ

凹面
1

印被疑者

◆ 署名。指印不能

【記載例】

～垂が,体の震えのため署名指印できないと申し立てたので，
以上のとおり読み聞かせたところ相違ない旨申し立

印被疑者

◆ 指の負傷

【記載例】

kl_<L左手人差し指を負傷しているため右手人差し指で_ノ

“せたところ相違ない旨申し立て

被疑者 千 葉 健

以上のとおり読み間か

ﾙ印’

’
1

口 Z

ﾄヴ
一

◆ 指の欠損

【記載例】

足し，左手人差し指欠損のた

)ﾐせたところ相違ない旨申以上のとおり読み聞かせたとこ た

被疑者 千 葉

一
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◆ 筆 談

（被疑者の耳が聞こえず口も利けないため書面で質問して書面で答えさせた場合）
【記載例】

名指爾
せた…違な‘､二以上のとおり

被疑者 千 葉

ー

添付の「筆談勾留質問例」のとお

さい｡に
※ 筆談を要する被疑者に示す書面としては参考

りです（事案に応じて適宜修正して利用してくだ ’
’ ）

ー

(5)個々の被疑者の勾留質問が終了した時点で,裁判官から次の各書類に押印を受けますb

① 勾留状の裁判官印，契印，訂正印，写真と台紙との間の印

② 勾留質問調書の認印

(6)接見等禁止決定がある場合側紙3「接見等禁止請求がある場合の謄本作成・

交付方法」参照）

ア 裁判官が勾留状，接見等禁止決定に押印した後，

裁判官は，①勾留状，接見等禁止セットを書記官に交付すると同時に，②

「謄本作成」，「却下」，「留保」などと書記官に指示します。

イ 書記官は，勾留状，接見等禁止決定書に裁判官の押印があることを確認し

て，同決定謄本用写し3通に謄本認証します（被疑者氏名などを確認す

る。）。

ウ 書記官は，

① 被疑者に対し接見等禁止決定謄本（1通）を交付します。

② 交付送達報告書の受領者欄に被疑者の署名。指印を受けます。

③ 交付送達報告書に交付時刻を記載します。

エ 被疑者が受領拒否をした場合，又は裁判官が勾留質問時に接見等禁止決定の告

知をしなかった場合は，被疑者に決定謄本を交付する必要はありません。

この場合は当直明けに，簡裁又は地裁において謄本を送達することになるの

で，当直員は簡裁又は地裁に接見等禁止請求書。接見等禁止決定原本。接見等禁

止決定謄本1通を引き継いでください。

（7）勾留通知付記欄

勾留質問立会後，勾留通知を行い，付記します（詳細は本マニュアル6 3

を参照）。

ー

5．3 勾留質問（要通訳事件の場合）

要通訳事件の場合は，次の点に留意してください。

(1)通訳人は，書記官席の右後ろに座ってもらいます6

(2) ー

ー ー ＝卒一一 一■』

19



I
(3)通訳人立会表に立会時間の開始時刻を記入します。

(4)通訳人の宣誓のため，勾留質問冒頭に通訳人に通訳人尋問調書（宣誓書添付）を
交付し，宣誓が終わったら通訳人尋問調書を戻してもらいます。

(5)被疑者の入定質問，被疑事件に対する陳述，勾留通知先については，通訳が介在
するほかは，日本語の場合と同じです。

なお，外国人の場合は，被疑者の指印がなくても差し支えありませんので，被疑
者が指印を嫌がるようであれば指印を求めないようにします。

(6)勾留質問時に被疑者国選弁護人の請求をした場合，勾留質問室備え付けの日本語

版の国選請求書を通訳人を介して作成し，被疑者の署名指印を受け，国選請求書余
白に「本請求書は通訳人を介して作成した。」旨記載し，横に通訳人の署名押印を

もらいます（又は，裁判所書記官と記載して，認印を押す。）。

※ 事前に警察を通して請求される場合は，当該通訳言語の国選請求書が提出され

■画
り生す‐ー

｜
’

(7

裁判官の押印は，日本語の場合に加え，通訳人尋問調書にも押印を受けます。

通訳人立会表に立会時間の終了時刻を記入します。

通訳人に交付した被疑事実の要旨を回収し，不要書類保管箱に入れてください。

(8)

(9)

⑩

⑪ 通訳人がいる場合には勾留質問終了後に通訳人を庁舎の外まで案内する必要が

あるので，勾留質問立会書記官（又は，同書記官以外の当直員）が，通訳人を連れ

’
工』_‐

■ |引き続き別件の勾留質問を行う場合は，裁判

官には，通訳人を案内する間，勾留質問室で待っていてもらうことになるので，そ

のように裁判官に伝えてください（同書記官以外の当直員が通訳人を案内する場合

は，同書記官はそのまま勾留質問手続に立ち会います。）。

⑫ 通報の要請に関する照会（領事官通報）

①【通報が必要的とされている国】，【要請に基づいて通報する国】，【通報が不要な

国】については，本マニュアル4. 2(10を参照してください。

② 裁判官によっては，必要がなくても確認する場合がありますbその場合は，前述の

とおり通報の要請に関する照会･回答の用紙に記載させ,署名指印を受けます(又は，

勾留質問室備付けの「領事官通報（琴青・不要）」のゴム印を調書に押して，要請・

不要のいずれかに○を記入しますb)。

※ 被疑者が日本語を解し通訳不要の事件であっても,被疑者が外国籍であれば，

領事官通報手続は必要ですので，注意してください。

③ 勾留事務チェックシート下部の「【勾留質問時の】領事官通報の要否｣欄の｢必

要」にチェックをし，勾留質問の途中で他の当直員が記録を引上げに来た場合に

は，その当直員に対し領事官通報の希望があった旨を確実に引き継ぎます。

※ 捜査機関で通報済みの場合や領事官通報の希望がなかった場合にも，「無」

にチェックをして，記録を引上げに来た他の当直員に対し，その旨を確実に引

き継いでください。
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私選弁護人選任申出の各処理）当番弁護士5．4 勾留質問

(1)被疑者国選弁護人

※ 詳細は，「〈当直用〉国選弁護人選任処理マニュアルjを参照してくださしも

① 勾留質問前に国選請求書を提出し，請求を維持した場合

勾留質問終了後，勾留状が発付されたら，国選チェック表に従い，国選弁護人

候補指名通知依頼の手続へ移ります｡

② 勾留質問前に国選請求書を提出せず，勾留質問時にも請求しなかった場合

国選チェック表の1の備考欄「口勾留質問時請求なし」にチェックします。

③ 勾留質問前に国選請求書を提出しなかったが,勾留質問時に請求する旨述べた

場合

ア 勾留質問室備付けの国選請求書に記載させ，署名指印を受けます。

イ 要通訳事件の場合，勾留質問室備付けの日本語版の国選請求書に記載し，被

疑者の署名指印を受け，国選請求書余白に「本請求書は通訳人を介して作成し

た。」旨記載し，横に通訳人の署名押印をもらいます（又は，裁判所書記官と

記載して，認印を押す。）。

ウ 勾留質問終了後，勾留状が発付されたら，上訴申立書等記録簿（被疑者国選

用）で受付手続をし，国選チェック表に従い，後述の国選弁護人候補指名通知依

頼の手続へ移ります（国選弁護人マニュアルを参照してください。）。

④ 勾留質問前に国選請求書を提出していたが,勾留質問時に請求しない旨述べた

場合

ア 当直室及び勾留質問室備付けの「撤回書」に記載させるか，国選請求書の余

白に「本件請求を撤回します。平成○年○月○日」と記載させ，署名指印を受

けます。

イ 国選チェック表の「勾留質問時に撤回」にチェックをします。

“ ウ 勾留質問終了後当直室に戻った後の事務は，国選弁護人マニュアルを参照し

てください。

(2)当番弁護士

① 勾留質問時に被疑者から当番弁護士の申出があった場合，勾留状の発付後，手

続を進めます（本マニュアル6．7参照）。

※ 勾留質問時に裁判官が当番弁護士制度自体の告知をしなくても手続上問題

はありません｡告知をするかしないかは裁判官のやり方によります(ただし，

弁護人選任権自体の告知はしなくてはならないのは当然です。）。

② 勾留質問調書の適宜な箇所に当番弁護士を希望する旨を記載します。

※ 記載場所としては，勾留通知欄に「当番弁護士希望」と記載すれば足ります

（勾留質問室にゴム印があります。）。

③ 勾留事務チェックシート下部の「【勾留質問時の】当番弁護士・私選弁護人選

任の希望」欄の「有」及び「当番」にそれぞれチェックをし，勾留質問の途中で

他の当直員が記録を引上げに来た場合には，その当直員に対し当番弁護士の希望

があった旨を確実に引き継ぎます。

※ 当番弁護士の希望がなかった場合にも，「無」にチェックをして，記録を引

上げに来た他の当直員に対し，そ"の旨を確実に引き継いでください。

(3)私選弁護人選任申出
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① 勾留質問時に被疑者から私選弁護人選任の申出があった場合，勾留状の発付

後，手続を進めます（本マニュアル6．8参照）。

※ 50万円以上の資力がある場合に，私選弁護人選任申出制度が活用されるこ

とがあります。

② 勾留質問調書の適宜な箇所に私選弁護人選任申出を希望する旨を記載します。

※ 記載方法は，本マニュアル5．2(2④を参照してください。

③ 勾留事務チェックシート下部の「【勾留質問時の】当番弁護士・私選弁護人選

任の希望」欄の「有」及び「私選」にそれぞれチェックをし，勾留質問の途中で

他の当直員が記録を引上げに来た場合には，その当直員に対し私選弁護人選任の

申出があった旨を確実に引き継ぎます。

※ 私選弁護人選任の申出がなかった場合にも，「無」にチェックをして，記録

を引上げに来た他の当直員に対し，その旨を確実に引き継いでください。

5．5 勾留質問（勾留請求却下, 接見等禁止請求却下）
ｰ

ー

(5)勾留請求却下，接見等禁止請求却下の判断

被疑者の勾留質問終了後，裁判官が請求を却下するかどうか最終的に判断しま

す。勾留請求却下の場合は，勾留請求書（接見等禁止請求却下の場合は，接見等禁

止請求書）の上部に当直室備付けのゴム印（地裁と簡裁の別があるので，間違えな

いよう注意してください。）を押して請求却下の裁判書を作成し，裁判官の記（署）

名押印を受けます。
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【記載方法】

本件請求を却下する。

理由 ●●●●●

令和00年00月00日

千葉□口裁判所

裁判官・・・⑰
【理由具体例】

「必要性なし」「嫌疑不十分｣ 「理由なし」「遠

「やむを得ない場合でない」（少年の場合（少年1
(6)勾留質問室内の内線電話で当直室にいる当直員に連絡

「逮捕手続違法」

(少年法48条）） など

’し ，

請求が却下されたこと及び当直室から検察庁にその旨を電話連絡するよう伝えま

す。

※ 検察庁に速やかに電話連絡する趣旨は，検察官が請求却下に対する準抗告を申
し立てるかどうかを早めに検討してもらうためです。

(7)勾留請求却下の場合は，作成していた勾留状は不要となりますが，勾留却下に対
する準抗告が認容された場合は，準抗告審において勾留状を発付することになるの

で，同準抗告申立てがあった場合は，勾留状別紙（被疑事実の要旨）を準抗告担当
書記官に引き継ぎます。

(8)接見等禁止請求却下の場合は，作成した接見等禁止決定原本，同謄本3通，送達

ー

報告書は不要となります。

ー
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第6 勾留質問立会後の処理

6．1 勾留質問終了後のチェ芝之

（1）勾留質問立会書記官以外の当直員が勾留状等のダブルチェックを行ってください。

（2）勾留状のチェック

① 勾留事務チェックシートの「勾留状チェックシート（事後チェック）」欄を用

いて確認事項をチェックしてください。

② 被疑者氏名を手書きした場合，勾留状1枚目上部の氏名欄のみならず，勾留状

1枚目左下欄外の被疑者名，勾留状2枚目左下欄外の被疑者名も手書きしてある

かどう力確認してください。

③ 別添写真がある場合，写真と台紙との間に2か所契印が押されていることを確

認してください。

④ 被疑者国選弁護人の請求がある場合の勾留状のコピーについては必ず6．2の

(1)を参照してください。

（3）勾留質問調書のチェック

① 裁判官の認印，書記官の認印の押印・訂正印の漏れがないかどうか確認してく

ださい。

② 当番弁護士の希望や私選弁護人選任の申出があった場合，その旨の記載のある

勾留質問調書のコヒ°－を取っておきます。

（4）接見等禁止決定のチェック（請求がある場合）

① 原本に裁判官の押印・訂正印の漏れがないかどう力確認してください。

② 謄本及び交付送達報告書に書記官の職印の押印・訂正印，送達時刻の漏れがな

いかどう力確認してください。

③ 原本下部付記文言の｢即日検察庁に謄本送付済 裁判所書記官」に書記官の認印を

押してください。この認印は勾留質問立会書記官以外の書記官の認印でも構いませ

ん。

（5）通訳人尋問調書のチェック（要通訳事件の場合）

裁判官の認印，通訳人宣誓書の通訳人の署名押印，書記官の認印の押印・契印・

訂正印の漏れがないかどうか確認してください。

ｰ

ｰ

6．2 被疑者国選弁護人選任の処浬(請求がある場合）

（1）勾留状が発付された場合

① 勾留状チェック後，勾留状のコピーを取ります（ホチキスは外さないこと）。

※ コピーした勾留状中，被疑事実の要旨（複数枚ある場合は全ての頁）の右上

余白に鉛筆で被疑者名を記載します。これは，後に法テラスにFAX送信するの
で，送信先の混乱を招かないようにするためです。

② 国選弁護人候補指名通知依頼の手続へ移ります。以後，主に勾留質問立会以外

の書記官が国選弁護人選任処理マニュアルを参照しながら処理してください。

（2）勾留請求が却下され，かつ，勾留質問時に国選弁護人選任請求が撤回されていな

い場合

① 勾留請求書と被疑者作成の誓約書のコピーを取ります。

※ 当直明けに国選弁護人選任請求を却下した際に，却下命令謄本の送達場所を
確認するためです。

24



② ①のコピーのその後の処理については，国選弁護人選任処理マニュアルを参照

してください。

6．3 勾留通知

検察j主に記録を引き継ぐ前に速壷かに勾留通知は，勾留質問立会終了後， 行ってく

ださい。以下の場合について，順に説明しますb(1被疑者が希望した勾留通知先の電

話番号が判明している場合，（2霞話で連絡がつかず通知先の住所が判明しない場合，

(3)電話で連絡がつかず郵便で通知する場合又は通知先の住所のみが判明している場

合，（4被疑者が勾留通知は不要だと述べた場合。

(1)被疑者が希望した勾留通知先の電話番号が判明している場合

① 電話で通知を試みます。

② 通知先に電話し，まず通知先の相手本人（被通知者）かどうかを確認し，その

あとで裁判所名と名前を名乗ります（本人の確認ができるまで裁判所名等は名乗

らず自分の名前だけを名乗ります。）。

③ 留守番電話への吹き込みは絶対にしないでください。

④ 通知の内容は，勾留通知に書かれている内容のみ行い，それ以外のことは言わ

ないようにします。

電話をすると，相手から色々と聞かれたり，愚痴を言われたりすることがあり

ますが，基本的には，通知事項を連絡したら，今後のことは警察に確認するよう

にと伝えてください。

【電話での勾留通知例（被疑者：千葉健，被通知者：千葉太郎）】

「千葉さんのお宅でしょう力も私は●（自分の名字）と申します。健さんのこ

とで御連絡したいことがあるのですが,お父様である太郎さんは御在宅でしょ

うか。」

ここで相手が被通知者であることが確認できたら，通知内容を伝えます。

もし通知の被通知者が不在の場合は,原則として電話を切ります｡ただし，

事前に，裁判官から，被疑者が少年である等，通知の必要性が高いとして，

勾留通知先として指定された者以外の者が電話に出た場合に，特定の親族等

については通知して差し支えない旨の指示を受けていた場合は，当該親族等

に限り通知する。

ー

ｰ

「私は千葉地方（簡易）裁判所の書記官の●と申します。」

被通知者が裁判所からの電話であることを正しく認識できなかったり，突

然の裁判所からの電話で慌てる人もいるので，上手に丁寧に話すことを心掛

けてください。

「健さんが逮捕されて●●警察署にいることは御存じですか。」

逮捕されたことを知っている場合（大体知っていることが多い），次の用

件に入る。仮に知らない場合は，ごく簡単に事情を話す（「盗みをしたとい

う疑いで」「覚せい剤を使用したという疑いで」等）。

「その関係で本日裁判所でも勾留質問という手続を行った結果,本日（勾留請

求の日）から数えて原則として10日間，引き続き●●警察署に健さんの身柄

が拘束されることになりました。この期間は今後の捜査の状況によってさらに
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延びることがあります｡今後のことについては，●●警察署にお問い合わせく
ださい。」

どうして裁判所が電話をしてくるのか疑問を持っている人に対して次の
とおり説明することも考えられます。

「健さんから，お父様である太郎さんに連絡してもらいたいとの要望がありま
したので，御連絡いたしました。」

接見等禁止決定が出ている場合，その決定内容も伝えます。

「面会文書のやり取りは基本的に弁護士しかできませんので，併せて御連絡し
ます。」

【多い質問に対する回答例】
◆ どうやったら面会できますか。

→（接見等禁止決定がない場合）

留置されている●●警察署に連絡してお聞きください。

→（接見等禁止決定がある場合）

面会や文書のやり取りは基本的に弁護士しかできません。ただし，差し入

れはできる場合もあるので，もしされる場合には，●●警察署に連絡して確

認してください。

※ 父母が接見の禁止除外対象となっている少年事案等の例外があるので，

その点留意してください。

◆ 10日後には出られますか。

→ 今の段階では分かりません。

⑤ 電話で通知ができた場合，勾留質問調書下部の「即日勾留通知手続(電話｡郵便

・不能）」の電話に○をし，通知を行った書記官の認印を押印しますbこの勾留通知

を行う書記官は，勾留質問立会書記官以外の書記官でも構いませんb

【記載例】

ｰ

潭冨繍嘉慧
即日勾

同日同

便。不能）

が判明しない場合

場合，留守電になるなど繋がらない場合でも，

電話で連絡がつかず通知先丙住所(2)

通知先の住所が判明していない場合，留守電になるなど繋がらない場合でも，

最低2回は試みるようにしてください。それでも繋がらない場合は，勾留質問調

書下部の「即日勾留通知手続（電話･郵便・不能）」の不能に○をし，書記官の認印

を押印しますbこの認印は勾留質問立会書記官以外の書記官の認印でも構いません｡

【記載例】

ー

翻贄:言霞霞茎鯉臺謝便“
場合又は通知先の住所のみが判明している電話で連絡がつかず郵便で通知する(3)

場合

① 普通郵便で通知を行います。処理方法は以下のとおりです。

② 勾留通知書に所要事項を記載し，書記官名下に職印を押印します。

③|[－きき ｜｢勾留通知用郵便切手使用簿｣に所要事項を記載押印した上で，
郵便切手を取り出します。④

⑤

1

I
D

－ 一一一一 一q 一 一 －－－一 －－ ■一 一一一一 一 ＝－－ 一~凸二 一 一
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畷露 一 ’

門

⑥ 勾留質問調書下部の「即日勾留通知手続（電話。郵便・不能）」の郵便に○をし，

書記官の認印を押印します。この認印は勾留質問立会書記官以外の書記官の認印でも

構いません。

【記載例】

鱸鶯息繍驫蕊不能）
⑦

(4) 場合

勾留質問調書欄外の付記の記載は不要です。削除する必要もありません。

(5)被疑者が指定した勾留通知先が不相当であると裁判官が判断した場合

被疑者が指定した勾留通知先が不相当であると裁判官が判断した場合（例えば，

被害者，被疑者と面識があるとは考えられない著名人，犯罪組織の上位者等で罪証

隠滅のおそれがある場合等），勾留質問において，裁判官が被疑者に対し，勾留通

知制度の趣旨・目的等を説明して，再考を促すことが考えられますが，被疑者が再

考に応じず，勾留通知先として不相当な第三者への通知に固執したときは，勾留質

問調書に当該第三者をそのまま記載した上で，裁判官の判断により，当該第三者へ

の通知をしないことが考えられます。この場合には，勾留質問調書の末尾に「通知

不要との裁判官の判断・指示により，通知せず④」等と記載等することが考えられ

ます。

L声

6．411
1

｜I
6．5 検察庁への記録引継ぎ

(1)「事件関係送付一覧」の作成

勾留状，接見等禁止決定謄本，一件記録等の書類を検察庁に引き

継ぐ際には,|[－ －－－ ’

,周留決定,接見等禁止決定"場合は｡一件記録に以下の書類を挟

L 』

み込みます（綴る必

要はありませんb)。

① 勾留状

② 勾留質問調書

③ 接見等禁止決定謄本2通

④ 通訳人尋問調書（要通訳事件の場合）

⑤ 弁護人から提出された書面（意見害等が提出された場合）

※ 弁護人から提出された書面には裁判所の受付印を押捺してください。

(3)勾留請求却下決定の場合は，一件記録に以下の書類を挟み込みます（綴る必要はあり

ませんb)。

① 勾留質問調書
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② 通訳人尋問調書（要通訳事件の場合）

③ 被疑者の誓約書 電話聴取書（作成している場合）

④ 弁護人から提出された書面（意見書等が提出された場合）

※ 被疑者の誓約書及び弁護人から提出された書面には裁判所の受付印を押捺してくだ

さい。

※ 勾留請求書に却下のゴム印，決裁印等の漏れがないかを確認しますb

(4)接見等禁止請求のみ却下決定の場合は，一件記録に以下の書類を挟み込みます(綴る
必要はありません。）。

① 勾留状

② 勾留質問調書

③ 通訳人尋問調書（要通訳事件の場合）

④ 接見等禁止請求書

※ 接見等禁止請求書に却下のゴム印，決裁印等の漏れがないかを確認しますも

(5)検察庁当直室に次の各書類を持って行きます（参考添付の動線図参照) 。

① 一件記録(前記書類を含む。）ｰ

② 「事件関係送付一覧I

けますb検察庁

■■■庁外事
6）検察庁職員に一件記録を交付し，（

i l職員の受領印を受けた「事件関係送付一覧」は，簡裁又は地裁の

件関係送付簿」に編てつしてください。

6．6 被疑者国選弁護人選任の処理（6．2④続き）

法テラスに国選弁護人候補指名通知依頼をした後，法テラスから国選弁護人指名通

知がFAX送信されたら，国選弁護人選任手続に移ります。国選弁護人選任処理マニ

ュアルを参照しながら処理してください| J｡

6．7 当番弁護士の処理

(1)本マニュアル6．1α3ゆ②記載のとおり，当番弁護士の希望があった場合，その

旨の記載のある勾留質問調書のコピーを取っておきます｡

(2)検察庁に記録を引き継いだ後に，あらかじめコピーしていた勾留請求書，送致書を利

用して当番弁護士の事務処理をしますb

(3)千葉県弁護士会（電話番号は，簡裁又は地裁の被疑者弁護人選任申出通知簿（当

番）の表紙裏面に貼付されています。）宛てに電話し，同通知簿の表紙裏面に貼付

されている通知内容を参照して，弁護士会の留守電に所要事項を吹き込みます。

なお，知的障害・精神障害を有していることが窺われる場合は，裁判官から指示

された内容を補足する。

(4)留守番電話吹込後，上記通知簿（当番）に所要事項を記載し，認印で押印します。

(5)勾留質問調書のコピーを見て，当番弁護士の希望があったにもかかわらず,連絡未了

のままになっているものがないか,上記通知簿（当番）と照合して確認します｡確認し

たら，勾留質問調書のコピーの余白に確認者の認印を押します（この作業は，基本的に

日直2班の職員がおこなってください。）。当該調書のコピーは，令状関係書類引継簿

に記載して，当直明けに簡裁又は地裁に引き継いでください。

ｰ
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6．8 私選弁護人選任申出の畑里

(1)本マニュアル6 1の(3)の②記載のとおり，私選弁護人選任の申し出があった場合，

その旨の記載のある勾留質問調書のコピーを取っておきます。

2m千葉県弁護士会を指定して申出がされた場合,千葉県弁護士会lr

l■宛てに電話I_/,同通知簿の表紙裏面に貼付されて而繩知内容を参照して。 I
護士会I

に電話し，同通知簿の表紙裏面に貼付されている

私選弁護人選任申出依頼の留守電を吹き込みます。

なお，知的障害・精神障害を有していることが窺われる場合は，裁判官から指示

された内容を補足する。

② 千葉県以外の弁護士会

士個人又は弁護士法人をj

をします。留守電対応が1

1i 1重知内；

’ や弁護
士個人又は弁護士法人を指定して申出がされた場合，まず，電話で申出先に連絡

L－言 一＝~－■ 、’をします。留守電対応がされ電話先が名乗れば，

霞内容を参照し,当該申出先の留守電に所要事項を吹き込み
ます。留守電対応がなかったり，留守電対応がされても電話先が名乗らなかった

場合'私選弁護人選任申出通知書を郵送します。 - ｜※申出先の住所や電話番号については,［ － －－－－－
I _ -=|

雷曇雲評込茎興雲麦簔檸荏申出通知謡送後1－~ ］に所
要事項を記載し，認印で押印します。

L P

(3)

(4)弁護士個人や弁護士法人を指定して私選弁護人選任申出がされたが，当該弁護士等の

特定が不十分で通知をすることができなかった場合，勾留質問調書の下部余白に「弁護

士(弁護士法人)の特定不十分のため,通知不能 裁判所書記官④」と記載押印して
ください｡その上で,被疑者の留置先I愚使用して連絡し，「選任申出のあった弁
護士（弁護士法人）について調査したが，該当するものがいなかったため通知ができな

った」旨を被疑者に伝えてもらってください。

(5)勾留質問調書のコピーを見て，私選弁護人選任の申し出があったにもかかわらず，連

絡未了のままになっているものがないか,｜ 露しますも
確認したら，勾留質問調書のコピーの余白に確認者の認印を押しますb(この作業は，

基本的に日直2班の職員がおこなってください。）当該調書のコピーは，令状関係書類

引継簿に記載して，当直明けに簡裁又は地裁に引き継いでくださいb
L 』

6．9 領事官通報

裁判所から通報するときは，次のとおり処理してください。

また，通報の要請について勾留質問調書に記載したときも，これに準じて処理してくださ

い。

（1）当直室備付けの領事官通幸踊紙（貴国国民の身柄の拘束について（通知））に所要事
項を記載し，書記官名下に職印を押します6

ー ’
(2

(3)封筒は庁名が記載されている封筒を使用し，切手を貼り付けます。

(4)当直室備付けの「領事官通報・在日外国公館リスト」ファイルを参照して封筒に
領事機関の宛先を記載します。

(5)領事官通報入りの封筒を， ｜”－－－－－－－－__－
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■■
凧者が留置されている警察に対し,酢使い,領事官通報をした旨伝えます。
(7)通報の要請に関する照会・回答の用紙の余白に「00. 0Q 00 (年月日）領事官
に通報済」, ｢00. 00. 00 (年月日）領事官通報した旨，●●警察署長（ただし，

留置場所が千葉県警察本部の場合は，千葉県警察本部留置業務管理者）に通知済」と記
載し,書記官の認印を押します(又は,勾留質問室備付けの｢領事官通報(要請･不要)」
のゴム印を調書に押す方法をとった場合は，上記通報及び通知につき，調書に付記する

嗣書の記載例としては，「領事官に対し普通郵便にて通報手続済③｣，「領事官に通
報した旨●●警察署長に電話で通知済③」）。

(8)日直2班の職員は，勾留事務チェックシートの「領事官通報の希望が有る場合の事務
処理」欄のとおり領事官通報がされているか確認してください。

(9)当直明けに，通報の要請に関する照会・回答の用紙を，令状関係書類引継簿に記載し
て，簡裁又は地裁に引き継ぎますb

6．10 検察庁引継ぎ記録以外の書類の引継ぎ等ｰ

検察庁に引き継いだ記録や書類以外の書類は，次のとおり処理してください。

似…当直唄蝿鳥簡裁X朧撫謝硯!童縫<漁璽(令状関係書類引継簿に記載当直明けに
職員が受領に行きます。）

① 接見等禁止請求書・接見等禁止決定原本，送達報告書

② 勾留事務チェックシート

③ 通訳料請求書（裁判官印は不要ですb)

④ 通訳人旅費日当請求書(裁判官印は不要ですb)

⑤ 通訳人立会表

⑥ 通報の要請に関する照会・回答（作成した場合）

(2)簡裁又は地裁の1－ 貯外事件関係送付簿に編てつするもの
事件関係送付一覧

側-..綴凝煮勵鑿f蕊A選任記録
① 処理が終了したら，次の順序で書類を整えて1件ずつクリアファイルに入れますb

ア 国選チェック表

イ 国選請求書

ウ 不受任通知書（ある場合のみ）

エ ファクシミリ送信書

オ 国選弁護人候補指名通知依頼書

力 勾留状写し

キ 法テラスから送付された受領書

ク 法テラスからのFAX送信書

ケ 国選弁護人候補指名通知

． 国選弁護人選任書写し

サ 国選弁護人選任通知書（検察官，被疑者，法テラス宛て）

② 当直員から当直員への引継ぎは「引継書」（国選マニュアル別紙14）を使用し，

休日最終日の当直員は「引継書」（国選マニュアル別紙15）を使用して，当直明け

に簡裁又は地裁に引き継ぎますb

③（国選弁護人請求を撤回した場合）国選チェック表，国選請求書，撤回書
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④（国選請求書未提出で請求しない旨述べた場合）国選チェック表

(4)勾留通知

① 被疑者が通知を希望しない，電話により通知をした等の場合は，印刷しておいた勾
留通知用紙は不要なので，不要書類保管箱へ入れてください。

② 通知を郵送する場合は，普通郵便で送付しますb

(5)書記官手控え用の勾留請求書の写し等（第4－4．3(2m

事件ごとに関係する書類をステープラでとじて，不要書類保管箱へ入れる。

ｰ

ｰ
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(翌日が休日の場合）の応援担当者へのi第7 翌

午後4時30分頃にj検察庁から翌日の勾留請求の予定表が送付されますb当庁の「当直
勾留請求予定件数及び被疑者国選弁護人選任蕾事務の手引」に記載されている方法で，

件の未処理件数をカウントし■
の登庁の

弓

否を確認して，次のとおり連絡をしてくださし

ｰ

ｰ
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第8 その他

8．1勾留に代わる繊置

（1）被疑者が少年の場合，勾留請求ではなく，勾留に代わる観護措置請求がされることが

ありますb

※ 少年法43条1項本文によれば，検察官は，少年の被疑事件においては裁判官に対

し，勾留の請求に代え，少年法17条1項の勾留に代わる観護措置を請求することが
できますもこれを「観護状」又は「観護令状」と呼んでいますb

※ 勾留とは異なり，収容場所が少年鑑別所となる他，接見等禁止，期間の延長があり

ません。

※ 本庁の場合，鑑別所は千葉少年鑑別所となりますも

※ 勾留と同様に被疑者国選弁護人の請求ができると解されていますも

(2)勾留請求との相違点等は次のとおりですも

※ 勾留とは異なり，収容場所が少年鑑別ﾉﾂTとなる他，鋲見等禁止，期間の延長かあり

ません。

※ 本庁の場合，鑑別所は千葉少年鑑別所となりますも

※ 勾留と同様に被疑者国選弁護人の請求ができると解されていますも

勾留請求との相違点等は次のとおりですも

① 勾留状 → 観護状となる。

→ 添付する「被疑事実の要旨」につき，勾留状では「被疑者」とあるの

を「少年」と訂正する。

② 勾留質問調書 → 被疑少年陳述用の調書（書式の標題は「調書」）を用いる。

ｰ

勾留通知 → 観護措置通知書を用し

’

③
④ ､る･

○ 受付は紙ベースの帳簿である令状請求事件簿の「観護措置」部分に登載する（簡

裁「る」，地裁「む」）。

観護措置関係の書類は当直室備付けの用紙を使用してくださ処○

⑤ 質問手続自体は勾留質問に準じて実施します。

⑥ 勾留請求がされたとしても，裁判官の指示により勾留に代わる観護措置をする場合

がありますbこの場合，通常は裁判官から検察官に連絡し，予備的請求として観護措

置請求書を提出してもらい，受付は前述と同様に処理しますb

※ 観護状を発付した場合，当初の勾留請求（接見等禁止請求もあればこの請求も）

は明示的に却下の処理をするのが通例ですも

【理由例（勾留請求却下）】

理由 やむを得ない場合にあたらない。

【理由例（接見等禁止請求却下）】

理由 勾留請求却下のため

※ 観護状を発付した場合，当初から提出されていた「国選弁護人請求書」について

ｰ

はそのまま維持し，観護状用の「ファクシミリ送信書」「国選弁護人候ﾈ誘旨名通知

依頼書｣等については,’

口
8．2 弁護人からの要望に対する対応

被疑者の弁護人から,｢本日勾留請求予定の事件を担当する裁判官に意見書を提出したい｡」
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「裁判官と面接したい。」といった要望がなされることがありますもその場合の対応方法は

次のとおりですb

（1）意見書等の提出を要望している場合

① 弁護人に対し，検察庁又は警察署に被疑者と連署した弁護人選任届を提出している

かどうか確認しますb

※ 被疑者段階においては，弁護人選任届は当該被疑事件を取り扱う検察官又は司法

警察職員に差し出すことになります（刑事訴訟規則17条）。

※ 被疑者の署名を得ていない等の理由で弁護人選任届の提出がない場合，意見書等

をどのように取り扱うか裁判官の指示を仰ぎます（この段階では適式な弁護人では

ないとして，事実上意見書等を返還するか，今後弁護人になろうとする者からの意

見書等として受け取ることが考えられます。）。

② 意見書等に受付印を押印します。

③ 勾留請求事件の一件記録と共に，弁護人提出の意見書等を裁判官に交付します。

④ その余の事務処理は，通常の勾留請求事件と同様ですb

⑤ 意見書等は，勾留一件記録と共に，検察庁に引き継ぎますb

引き継ぐ際には，「事件関係送付一覧」の備考欄に「弁護人提出の意見書あり」等

と記載してください。

（2）裁判官との面接を要望している場合

裁判官に伝達し，指示を仰ぎます。

※ 面接に応じる，応じない，面接はしないが電話には応じる等，裁判官によって対応

が異なりますb

ｰ

8．3 勾留処理の「翌日回し」

ー
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(別紙2）

；

(被疑者名

’’ 勾留事務ﾁｪｯｸシート(事前審査）
チェック欄

書配官
書類貼付の付せんの

略称
確麗する内容確麗する書類確麗事項

○身上関係書類

戸籍,住民票,在籍証明書,免許証
等

(外国人の場合）

外国人登録原票写し,旅券写し

身

勾留請求書の記載との同一性人定事項

状
(逮手）

○逮捕状
(又は現行犯人逮捕手続書）

警察逮捕の場合
逮捕時～検察官送致時
48時間以内

検察受取時～勾留請求時
24時間以内
逮捕時～勾留請求時
72時間以内

検察逮捕の場合
逮捕時～勾留請求時
48時間以内

状
(逮手）

○逮捕状
(又は現行犯人逮捕手続書）

制限時間
○勾留請求書
(受付日付印記入の受付時刻）

陣 一 ロ ー ー ー ー ー q■ 一 ー ｡ ● ‐ ロ ー q■レ ー ー ー

○逮捕状
(又は現行犯人逮捕手続書）

状
(逮手）

逮捕事実と
勾留事実と
の照合

それぞれの罪名,被疑事実は同一
カュ

》

~

○勾留謂求書

口 通報済み

口 希望する

口 希望しない

通報を希望する被疑者(※)につい
て,警察又は検察庁における通報
の有無

（警察又は検察庁で通報済みの
場合は通報の必要なし）

領事官通報
の要否
(外国人被
疑者の増
合）

○通報要請照会書
(検察段階で初めて通報を希望した場
合には,弁解録取書で確認）

通報

,捜査機関又は裁判所における必要的通報(領事関係に関するウィーン

条約締約国一覧表又は領事機関に対する通報等関係執務資料参照）
｜
’

勾留状ﾁｪｯｸシート(事後ﾁｪｯｸ）
チェック欄

当直員
確浬する内容確浬事項 確麗箇所

勾留状に記載さ

れた特定欄
事前審査を行った勾留請求書と同一であること人定事項

''1号(住居不定）

'2号(罪証隠滅）

'3号(逃亡のおそれ） ’
勾留理由の
記戴

空欄は不可刑訴法60条1項勾留状の2枚目

裁判官の配
名押印

漏れのないこと当該箇所

訂正箇所すべてに訂正印漏れのないこと勾留状全体訂正印
ｰ

勾留状全体にわたり契印漏れのないこと勾留状の各葉間契印

’
【勾留質問時の】当番弁瞳士圃私選弁膜人選任の希望 口有(ロ当番 ロ私選） ロ無

上記希望の有無については;勾留質問立会者において因を付すこと

当番弁渡士･私選弁渡人選任の希望が有る場合の事務処理
チェック欄

輌冒■…
必要な事務処理

(当直マニュアル参照）
確鯉事項 確鯉箇所

当番弁瞳士
制度利用

①勾留質問調書のコピーをとってから検察庁に記録を引き継ぐ
②弁護士会等に通知し,通知簿に記載し,認印を押印する
③(日直2班において)調書のコピーと通知簿を照合し,調書のコピーに認印を
押印した上で,当直明けに簡裁又は地裁に引き継ぐ

勾留質問調書

私選弁瞳人
選任申出

勾留質問調書

|

’
【勾留董間時の】 ｺ… 領事冑通報鐘要否一口必要 ロ不要 口上配彌報の要否に蟄塾蓮睦勾留質問立会者において因を付すこと

領事官通報を要する場合の事務処理

チェック欄

頚画雨ヨ
・必要な事務処理
(当直マニュアル参照）

確浬事項 碇塑箇所

①領事官通報書面を作成し,切手を貼ってポストに投函する
②留置施設に警電で領事官通報した旨を連絡する
③通報の要請に関する照会･回答の用紙の余白に付配し,認印を押印する
(勾留質問調書に希望の有無を記載したときも,これに準じて処理する）

通報の要請に関
する照会･回答‘
勾留質問調書

領事官通報



千葉地裁｡簡裁
2019. 11

(別紙3）

(裁判官の動き）

’１１計ＩＩｉｌ

(書記官の動き）

勾留質閤調書
署名・指印

勾留状，決定書に押印

－．－~ー－－－－ ‐~P~＝＝一-一

!’
・勾留状，決定セットを書記官へ
。同時に
「謄本作成」「却下」「留保」
などと指示する。
※却下の場合は，原本・謄本
用紙に大きく×と記載して交付

※留保の場合,修正がある場合
＝決定セットを持ち帰り原本作成後に謄本作成指示

１
１
１

ロ勾留状,国

選関係書類
し

I

I

ＩＩ
Ｉ
Ｉ

1画

!‘＝

I以ｱの認のﾀｲﾐﾝ鋪文言は-〃
I これと異なる場合,書記官と認識共有を。

｜「壽蝿鱸菩駕誠~は
｜受取りのｻｲﾝをしてください｡」

|｢要謹含輔醒蕊駕。■
I んでください。」

勾留状，決定書原本の押印確認
▼

謄本作成

:簔蕊漂濤ど再確認

謄本交付送達
「決定謄本を交付します。受取りの
サインと指印をしてください。」

！ ※適宜,弁護士との相談や解除の申立について説明。
可『

！
Ｉ

一

受顕必且
これで終わります。」

｜｜

実際の交付状況は
く謄本交付手続後
の後処理＞
を参照のこと

つ

１
１

- I

１
１
１

f
－－－ 一 一－＝－ ー

可
一 一 一 一 J 当 世 ■ 一 一ー－－ 坐

’
＝ 内宇 一宇 一 一 一一一一一口 ■ 一 q＝ 一一＝一 一 I 毎 ■4 七 超 一 一一 ■ ー■ ＝ ＝ ■ 一 一 一一一 一一

I

急等禁止

置セット

書類が多いため,確実に収納してから,次の勾留質問へ
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法見等蕊止嗣求がある咽合の ①

心

hロ

＜勾留質問室での謄本交付＞

｛ ‘襄面のとおり） 1
|＜謄本交付手続後の後処理＞ －

妥韻0億 受領NG

言〔。二‐ 妙 1
／

’

0

コ P

譽本2癌※手元に
※手元に原本，謄本3逼・

※送達報告書に記入．押E

-C雲一
帰室後速やかに．“

◎謄本2通を検察官に送付
儒臺後運やかに…言U声
◎謄本2通を検察官に送付

‐

◎原本の付記欄に書記官認印
◎請求書 決定原本，謄本1通を令
状関係書類引継簿に記載して，簡裁
又は地裁に引き継ぐ。
◎簡裁又は地裁が翌開庁日に被疑者

の収害壜所に特別逵達で発送 ノ

＝

0 [__言記'自認○

◎請求書，決定原本，送達報告書を令
状関係害類引継簿に記載して，簡裁又
は地裁に引き継ぐ。 ノ
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